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令和６年(２０２４年)１１月１２日  

厚 生 委 員 会 資 料 

地域支えあい推進部地域活動推進課 

 

中野区再犯防止推進計画の進捗状況及び次期計画策定の方向性について 

 

区では、令和２年５月に策定した「中野区再犯防止推進計画」（以下「計画」という。）

において、「見守り、支えあい、立ち直りを応援するまち」を目指し、生きづらさを抱えた

人が、孤立することなく、必要な支援が受けられる地域づくりを進めている。 

令和５年度までの取組の進捗状況の確認と課題を整理し、次期計画策定の方向性を定め

たので、報告する。 

 

１ 各取組の進捗状況及び課題 

詳細は別紙のとおり 

 

２ 課題整理 

上記１における課題を抽出するとともに、保護司等関係者への聞き取りを行い、以

下のとおり課題を整理した。 

 

（１）概要 

対象者（刑余者※）が社会復帰するためには、第一に住居や就労といった生活基盤

を築くことが不可欠である。また、個人特性から保健福祉の行政サービス等の利用が

必要になる対象者も少なくない。しかしながら、行政サービス等の情報が届きにくい

ことや地域社会の理解や受け入れ体制が十分でなく、結果的に社会的孤立となり再犯

のリスクも高まっていく。 

再犯防止に向け、行政サービス等への円滑な接続を行うため、保護観察中における

保護司等と関係機関との連携を強化することに加え、更生保護活動の理解啓発や犯罪

を生まない社会づくり、刑余者の立ち直りを見守り支える地域づくりを推進していく

必要がある。 

 

（２）支援（行政サービス等）について   

  ①対象者に対して 

    〇高齢者、障害者、依存症等、様々な特性に応じた支援 

    〇相談窓口のわかりやすい周知 

    〇保護司等による保護観察終了後等の切れ目のない支援 

  ②保護司等支援者に対して 

    〇支援に係る制度や事業等のわかりやすい周知、情報共有 
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    〇更生保護活動のしやすい環境整備 

    〇保護司等支援者と福祉関係部署等との関係性の構築 

  ③事業者等について 

    〇協力事業者等が対象者について相談できる窓口の明示 

    〇居住支援、就労支援に協力しやすい環境整備（制度構築等） 

 

（３）地域づくりについて 

  ①対象者に対して 

〇ＮＰＯ等と連携した居場所づくりの促進 

  ②保護司等支援者に対して 

    〇支援者間のネットワークを実働するために必要な情報の共有 

    〇保護司の孤立した活動環境の解消 

〇支援者の担い手発掘や育成 

 

（４）更生保護活動の理解促進 

    〇民間企業等と協働した取組の仕掛け 

    〇更生保護活動の効果的な周知 

 

（※）刑余者・・刑罰を受けたことのある人。罪を犯して刑務所に入所し刑期を終えて出

所した人や、刑期の３分の１を過して仮釈放になった人 

 

３ 計画策定の方向性 

  再犯防止推進法（平成２８年１２月施行）に基づき、国は平成２９年１２月に再犯防

止推進計画を策定した。都及び区においては、再犯防止推進計画の策定に関する努力義

務のもと、国に続いてそれぞれ令和元年、令和２年に第一次再犯防止推進計画を策定し

た。その後、国は令和５年３月、都は令和６年３月に第二次計画を策定している。区に

おいては、都の重点課題を基本とし、第一次計画での課題を取り込む他、必要と考える

課題を取り入れ、第二次計画の策定を進める。 

 

（１）都の重点課題 

  ①就労・住居の確保等 

  ②保健医療・福祉サービスの利用の促進等 

  ③非行の防止・学校と連携した修学支援等 

  ④犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導・支援等 

  ⑤民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等 

  ⑥再犯防止のための連携体制の強化等 
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（２）区独自の取組 

  ①孤独・孤立対策と連動した取組の推進 

  ②民間事業者を取り込んだ新たな地域づくり 

   

４ スケジュール（案）  

  令和７年１月 第二次中野区再犯防止推進計画（素案）作成 

         第二次中野区再犯防止推進計画（素案）に係る関係団体・区民との 

意見交換 

      ３月 第二次中野区再犯防止推進計画（案）作成 

        第二次中野区再犯防止推進計画（案）に係るパブリック・コメント 

手続 

      ５月 第二次中野区再犯防止推進計画策定 
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